
医療・ヘルスケア関連機器開発支援事業補助金募集要領 

 

令 和 ８ 年 ４ 月 １ ３ 日  

商工観光労働部企業振興課  

   先 端 技 術 産 業 推 進 室  

１ 事業趣旨 

  県は、県内事業者の医療・ヘルスケア関連機器の開発及び実用化を促進するため、医療・ヘルス

ケア機器の開発・改良に要する経費の一部を支援します。 

 

２ 事業概要 

⑴ 事業内容 

 県内事業者が実施する医療・ヘルスケア関連機器の開発・改良に要する費用を補助します。 

⑵ 予算額 

 ８，０００千円 

⑶ 事業期間 

 交付決定日から令和９年２月 28日（日）まで 

 ※ 交付決定日以降に発注し、令和９年２月 28日までに支払いが完了した経費が補助対象と

なります（購入等が補助事業実施期間中であっても、口座からの引き落としが補助事業実施

期間外であれば、補助対象外となります。）。 

 

３ 補助事業者 

補助金の対象となる者（以下「申請者」という。）は、次の要件を満たす者とします。 

⑴ 県内に事務所又は事業所を有すること。 

⑵ 県税に未納がないこと。 

⑶ 地方税法（昭和 25年法律第 226号）第 321条の４及び各市町村の条例の規定により、個人住

民税の特別徴収義務者とされている法人にあっては、従業員等（宮崎県内に居住している者に限

る。）の個人住民税について特別徴収を実施している者又は特別徴収を開始することを誓約した

者。 

⑷ 補助金の交付の対象となる事業（以下「補助事業」という。）を実施する主体の構成員等が、

暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77号）第２条第２号に規定

する暴力団（以下「暴力団」という。）若しくは同条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団

員」という。）でないこと又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有しないこと。 

⑸ その他補助が適当でないと知事が認める者でないこと。 

 

４ 補助対象経費等 

⑴ 補助対象となる取組 

① 開発・改良に関する取組 

ア 製品開発・改良に係る試作品作製 

イ 製品開発・改良に必要な機器の購入 

ウ 製品開発・改良に伴う評価・分析 

② 上記①に付随して行う以下の取組 

ア 開発機器・製品に関する研究・市場性調査 

イ 医療機器製造業や医療機器製造販売業等の取得 

ウ 開発機器・製品に係るＰＭＤＡ等への相談 



エ 開発機器・製品に係る展示会等への出展（学会等への出展により、さらなる改良点を探る

取組も含む） 

オ 開発機器・製品に係るＰＲ資材の作製 

    

⑵ 補助対象経費 

経費 内容 

① 謝金 指導・助言等を受けるために依頼した外部専門家等へ支払う経費 

② 旅費 代表者や社員の出張に係る旅費及び指導・助言等を依頼した外部

専門家等に支払われる旅費 

③ 原材料費 新製品開発のための試作品の作製に必要となる原材料費（販売用

の製品に係る原材料費は対象外とする。） 

④ 機械装置等費 機械装置・設備、ソフトウェア、備品の購入・工事に要する経費 

⑤ 資料購入費 資料購入に必要な経費 

⑥ 印刷製本費 資料、チラシ・パンフレット・ポスター等の印刷・製本に要する

費用 

⑦ 通信運搬費 通信運搬に必要な経費 

⑧ 使用料及び賃借料 機器・設備等のリース料・レンタル料として支払われる経費 

⑨ 受講料 研修・セミナー等の受講に要する経費 

⑩ 委託料 当該事業者では実施が不可能な業務の一部を外部の企業などに委

託する際に必要な経費 

⑪ 展示会等出展費 販路開拓等に必要となる展示会等の出展料（装飾費を含む。） 

⑫ 広告宣伝費 販路開拓等に必要な広告媒体を活用した宣伝に要する経費 

⑬ 雑役務費 許可や認証の取得、又は維持に要する費用 

⑭ 外注費 上記①～⑬に該当しない経費であって、原材料等の再加工及び設

計や検査・試験など自ら実行することが困難な業務を第三者に外注

（請負）するために支払われる経費 

※ 県が主催又はブース出展する展示会については、②旅費、⑦通信運搬費、⑪展示会等出展

費は補助の対象としない。 

 

⑶ 補助率 

 ３分の２以内 

⑷ 補助上限額 

 医療・ヘルスケア関連機器１件当たり 200万円 

 （千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てます。） 

 

５ 応募手続等 

⑴ 募集期間 

 令和８年４月１３日（月）から令和８年５月２９日（金）午後５時まで 

⑵ 提出書類 

 下記の書類を電子メール、郵送又は持参にて提出してください。なお、郵送又は持参の場合は、

下記の書類を１セットにして、２部（正本１部、副本１部）を提出してください（申請者は電子

メールにて提出した場合は、必ず先端技術産業推進室に対し、電話にてその旨を連絡してくださ

い）。 



１ 計画書（鑑） 様式１ 

２ 事業計画書 様式２ 

３ 収支予算書 交付要綱様式第２号 

４ 特別徴収実施確認・開始誓約書 交付要綱様式第３号 

５ 誓約書（暴力団関係） 交付要綱様式第４号 

６ 納税証明書（証明日が令和７年４月１日以降のもの） 県の証明書 

７ 役員一覧表 様式３ 

８ 法人登記簿謄本 

※個人の場合は住民票 

謄本の写し 

９ 直近二期分の決算関係書類（損益計算書、貸借対照

表等） 

※個人の場合は確定申告書等 

任意様式 

10 会社の事業概要が確認できる書類（パンフレット等） 任意様式 

11 補助対象経費の根拠資料（見積書など） 任意様式 

12 事業計画書の補足資料 任意様式 

   ※ １～11は提出必須。12は該当する場合のみ提出。 

   ※ 提出書類への会社印、代表者印の押印不要。 

 

⑶ 応募に関する留意点等 

① 国が進めている「パートナーシップ構築宣言」を行った企業は審査評価点に加点措置を行い

ます。なお、審査時点において、中小企業庁等が運営する「パートナーシップ構築宣言」ポー

タルサイト上の登録企業リストに掲載されている企業を対象とします。 

② 虚偽の記載をした提出書類は、無効とします。 

③ 提出書類に不備がある場合は、審査対象とならないことがありますので、御留意ください。 

④ 提出書類の作成及び提出に関する費用は、申請者の負担とします。また、提出された書類

等は返却しませんので、後日必要が生じる場合などに備えて原本の控えをお備えください。 

⑷ 提出先 

 宮崎県企業振興課先端技術産業推進室 担当 猪俣 

 〒880-8501宮崎市橘通東 2-10-1 宮崎県庁８号館４階 

 電話番号：0985-26-7101 FAX：0985-26-7322 

 mail：sentangijutsu@pref.miyazaki.lg.jp 

⑸ 宮崎県メディカルバレー推進プラットフォームによる認定について 

① 目的 

 東九州メディカルバレー構想に基づく医療関連機器産業への参入、医療関連機器の開発・改

良及び販路開拓の取組を加速化させるため、重点的に支援する事業を「宮崎県メディカルバレ

ー推進事業」として認定します。 

② 申請期間 

 令和８年４月 13日（月）から令和８年５月 15日（金）まで 

 ※ 詳細は第５回宮崎県メディカルバレー推進事業募集要領を御確認ください。 

（https://www.pref.miyazaki.lg.jp/shokuhin-medical/shokuhin-medical/shigoto/shokogy

o/medical_valley/sesaku/20250325185742.html） 

 

 

https://www.pref.miyazaki.lg.jp/shokuhin-medical/


６ 審査方法 

⑴ 審査の方法 

 募集終了後、県において提出書類についての内容確認等を行い、補助金交付先選定審査会に

よる審査を経た上で採択事業を決定します。なお、宮崎県メディカルバレー推進事業として認

定を受けた事業については、審査を免除します。 

⑵ 審査（評価）項目 

 審査項目 審査のポイント 

１ 新規性・ 

独自性 

・開発内容に新規性、独自性が認められるか。 

・類似品がある場合、優位性が認められるか。 

２ 市場性 市場でのニーズを的確に把握した製品と認められるか。 

３ 開発機器・ 

製品の実現性 

事業に関するスケジュール等が明確で、十分に検討されてお

り、事業実施に必要な自社技術や体制等、実現可能性が高いと

認められるか。 

４ 連携体制 大学や医療機関等との連携体制は、開発内容に対して効果的

と認められるか。 

５ 販路開拓の 

実効性 

販売経路の開拓計画などが明確で、製品の販売戦略の実現性

が高いと認められるか。 

 

７ 手続きの流れ 

⑴ 応募書類の提出【申請者→県】 

応募に必要な書類を県に提出してください（必要書類の詳細は、「５ 応募手続等」を参照）。 

⑵ 審査、採択・不採択の決定通知【県→申請者】  

県において、応募書類について内容確認を行い、補助金交付先選定審査会による審査を経た

上で採択・不採択を決定し、通知します（６月上旬を予定）。 

⑶ 交付申請書の提出【申請者→県】 

   申請に必要な書類を県に提出してください（必要書類の詳細は、別添「医療・ヘルスケア関

連機器開発支援事業補助金交付要綱」を参照）。 

⑷ 交付決定通知【県→申請者】 

   県において、申請書類の内容確認を行い、補助金の交付を決定して通知します（６月中旬を

予定）。交付決定の通知があった日から、事業の実施（発注・契約等）が可能となります。 

⑸ 補助事業の実施【申請者】 

令和９年２月 28日（日）までに補助事業を全て完了させる必要があります。 

⑹ 実績報告【申請者→県】  

補助事業完了後 30日以内又は令和９年３月 10日（水）のいずれか早い日までに事業実績書

（交付要綱様式第１号）等を提出してください。 

⑺ 補助金額の確定の通知【県→申請者】 

県において事業実績書等及び現地の確認を行い、事業完了と認めた場合、補助金の金額を確

定して通知します。 

⑻ 補助金の請求【申請者→県】 

確定通知が届いたら、請求書（交付要綱様式第９号）を速やかに提出してください。 

⑼ 補助金の交付【県→申請者】 

    請求書に記載された口座に、精算払により補助金を振り込みます。 

  ※ 特に必要と認められる場合は、概算払（事業完了前の支払い）により交付することがあ



ります。 

 

８ 留意事項 

⑴ 一件の発注ごとに、見積りから発注、納品、支払いに至るまでの証拠書類が必要になります。

証拠書類は他の経理と明確に区分して整理するようにしてください。補助事業終了後の確定検査

において、補助対象箇所や適正な証拠書類が確認できない場合は、当該経費は補助対象外になり

ます。 

 ※ 証拠書類とは、見積書、発注書、契約書（請書）、納品書、検収調書、請求書、銀行振込伝

票等のことを指します。 

⑵ 発注先の選定においては、原則、競争入札の実施又は複数の業者から見積書を徴収してくださ

い。 

⑶ 補助事業期間中において、県が実施する検査（中間検査、確定検査）への対応をお願いします。 

⑷ 他の経理と明確に区分し、収支の状況を明確にした帳簿及び証拠書類等を整理し、補助事業の

完了した日の属する年度の終了後５年間保存してください。 

⑸ 補助事業以外への補助金の利用や転売目的のための備品購入など、「補助金等の交付に関する

規則（昭和 39 年 12 月１日宮崎県規則第 49 号）」及び「医療・ヘルスケア関連機器開発支援

事業補助金交付要綱」に定める規定に違反する行為がなされた場合、交付決定の取消、補助金

等の返還、補助事業者名および不正の内容の公表等、法令等で規定された罰則を受けることが

あります。 

⑹ 補助事業で製作した成果品（試作機等）は、販売することはできません。 

⑺ １件当たりの取得価格が 50万円以上の財産については、減価償却資産の耐用年数等に関する

省令に定められている耐用年数に相当する期間においては、承認を受けずに補助金等の交付の

目的に反しての使用、譲渡、交換、貸付、担保に供することはできません。 

⑻ 以下の経費は補助対象とならないため注意してください。 

① 補助金交付決定より前に発注又は契約した経費 

② 金融機関などへの振込手数料 

③ 商品券、クーポン、ポイントで支払った経費 

④ 自社の人件費、事務所の家賃、光熱水費等、他の経費と明確に区分できない経費 

⑤ パソコン、タブレット端末等の汎用性があり、目的外使用が可能な備品等 

⑥ 法人のクレジットカード（個人の場合は本人のクレジットカード）以外で支払った経費 

⑦ 立替払（法人の代表者や従業員等が、個人のクレジットカードで支払う場合等）した経費 

⑧ 国や地方公共団体等から、既に補助を受けている経費 

⑨ 機械等導入時の既存設備の撤去に要する経費 

⑩ その他社会通念上、適当でないと認められる経費 

 

９ 問合せ先 

  宮崎県企業振興課先端技術産業推進室 担当 井上、猪俣 

  〒880-8501宮崎市橘通東 2-10-1 宮崎県庁８号館４階 

  電話番号：0985-26-7101 FAX：0985-26-7322 

    mail：sentangijutsu@pref.miyazaki.lg.jp 


